
保育料徴収金基準額  (平成22年度)

（上段：笠間市　下段：国） 単位：円（月額）

区
分

生活状況 判定基準 徴収金基準額

生
活
保
護

母
子
家
庭

在
宅
障
害

そ
の
他

所得税
所得割
(住民税)

均等割
(住民税)

乳児 １・２歳 ３歳 ４歳以上

第１階
層

○
0 0 0 0 

(    0) (    0) (    0) (    0)

第２階
層

○ ○ ○ 無 無 無
0 0 0 0 

(    0) (    0) (    0) (    0)

無 無 無
4,000 4,000 2,400 2,400 

( 9,000) ( 9,000) ( 6,000) ( 6,000)

第３階
層

○ ○ ○ 無 無 有
9,000 9,000 6,000 6,000 

(18,500) (18,500) (15,500) (15,500)

無 無 有
10,000 10,000 7,000 7,000 

(19,500) (19,500) (16,500) (16,500)

○ ○ ○ 無 有
9,000 9,000 6,000 6,000 

(18,500) (18,500) (15,500) (15,500)

無 有
10,000 10,000 7,000 7,000 

(19,500) (19,500) (16,500) (16,500)

第４階
層

４万円未満
19,000 19,000 16,000 16,000 

(30,000) (30,000) (27,000) (27,000)

第５階
層

４万円以上
１０万３千円未満

33,000 33,000 25,000 23,000 

(44,500) (44,500) (41,500) (41,500)

第６階
層

１０万３千円以上
４１万３千円未満

45,000 45,000 26,000 23,000 

(61,000) (61,000) (58,000) (58,000)

第７階
層

４１万３千円以上 52,000 52,000 26,000 23,000 

４１万３千円以上
７３万４千円未満

(80,000) (80,000) (77,000) (77,000)

第８階
層

－ - - - -

７３万４千円以上 (104,000) (104,000) (101,000) (101,000)

　笠間市の保育料は、合併時は旧市町の区域ごとに相違がありましたが、保育料審議会での審議
結果等を踏まえ、平成２０年４月から基準額を統一しました。国の基準は８階層ですが市では７
階層とし、子育て家庭の負担軽減を図るために全体的に国より低い金額としています。
　３歳未満児でみると、第２階層が国の月額９，０００円に対して４，０００円に、第７階層は
国の月額８０，０００円に対して５２，０００円にするというように、国基準額の約４５％～約
７５％の金額にしています。
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